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午前10時５分開議

○井手順雄委員長 ただいまから、第13回道

州制問題等調査特別委員会を開会します。

本日の委員会に３名の傍聴申し込みがあり

ましたので、これを許可したいと思います。

今回は、執行部を交えた最初の委員会であ
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りますので、執行部を代表しまして総合政策

局長にあいさつをお願いいたします

○安倍総合政策局長 おはようございます。

執行部を代表いたしまして、一言ごあいさつ

を申し上げます。

井手委員長、佐藤副委員長を始め委員の皆

様方におかれましては、この１年間大変お世

話になります。よろしくお願い申し上げたい

と思います。

この道州制問題等調査特別委員会につきま

しては、平成19年度の設置以来、道州制、地

方分権改革推進、政令指定都市、過疎対策の

各問題に関して御審議をいただいているとこ

ろでございます。

これまでの経過を申し上げますと、まず地

方分権改革についてでございますが、平成18

年12月に地方分権改革推進法が成立し、これ

まで地方分権改革推進委員会において、昨年

５月に第１次勧告、12月に第２次勧告が出さ

れております。

本年は、税財政改革を中心とする第３次勧

告、また政府においては地方分権改革推進計

画の策定が予定されており、地方分権改革に

とってまさに正念場の年になると考えており

ます。

次に、道州制につきましては、政府、自民

党、全国知事会、経済界等から報告や提言が

なされ、活発に議論が行われております。

九州では、知事会や経済界のトップで構成

する九州地域戦略会議が昨年秋に道州制の九

州モデルを策定し、去る６月２日には「将来

ビジョン・ＰＲ戦略」が追加報告されたとこ

ろでございます。

政令指定都市につきましては、実現を左右

する住民投票がこの28日に城南町及び植木町

において実施されることになっており、大き

な山場を迎えることになります。

また、過疎対策につきましては、現行過疎

法が来年３月末で期限が切れるため、新たな

過疎法の制定に向けた提案や要望活動を県議

会とともに、国や国会等に対して展開してい

きたいと考えております。

地方分権改革、道州制、政令指定都市、過

疎対策についての大きな流れは、以上のとお

りでございます。

初回となります本日の委員会では、まずは

地方分権改革や道州制のこれまでの経緯や最

近の動向、政令指定都市実現に向けた県内の

動き、及び過疎法の概要や新法制定にかかわ

る県内関係市町村長の意見等について御説明

させていただきたいと考えております。

道州制問題等調査特別委員会における審議

事項は、いずれも本県の将来を大きく左右す

る事項でございます。執行部といたしまして

も新たな体制で、熊本の夢実現のため精いっ

ぱい頑張ってまいりたいと思いますので、ど

うぞこの１年間よろしくお願い申し上げま

す。

○井手順雄委員長 引き続き、執行部から、

配付されている名簿の順に沿って、自己紹介

をお願いしたいと思います。

安倍総合政策局長から、お願いします。

（自席から名簿の順に自己紹介)

○井手順雄委員長 それでは、審議に入りま

す。

、 、本委員会に付託されている調査案件は １

道州制に関する件、２、地方分権改革推進に

関する件、３、過疎対策に関する件でありま

す。

まず、執行部からの説明の後に一括して審

議を行いたいと思います。

説明に当たっては、可能な限り簡潔にお願

いします。

それでは、お手元の次第に沿って順次、説

明をお願いします。
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○神谷企画調整課長 企画調整課の神谷でご

ざいます。

私の方から、地方分権と道州制について、

最近の動向も含めまして報告させていただき

ます。

お手元の資料の１ページを、お開きいただ

きたいと思います。

まず、地方分権改革についてのこれまでの

流れを、簡単に報告させていただきます。

まず、第１次地方分権改革と書かせていた

だいておりますが、これは平成12年４月に地

方分権一括法が施行されまして、それまでの

機関委任事務というものを廃止して、自治事

務なり法定受託事務というものを創設してお

ります。そういった国から地方への権限移譲

に加えて、事務の性質の見直しという改革が

行われたところでございます。こちらにつき

ましては、地方に対する国の関与というのは

引き続き残っている部分があるという点と、

地方の財源問題が棚上げされたままでござい

まして、一部では未完の改革というふうに呼

ばれておるところでございます。

この後、平成15年度から18年度にかけまし

て、いわゆる三位一体の改革というものが実

施されたところでございます。こちらは、国

の財政再建の論理というものが優先されまし

て、国から地方への支出額が大きくカットさ

れて、逆にそれに見合う税財源が移譲されな

かったということもございまして、地方財政

が非常に疲弊したということがございます。

そういう意味でも、地方分権の改革としては

不十分であるという指摘がなされているとこ

ろでございます。

引き続きまして、第２期地方分権改革でご

、 、ざいますが このような流れを踏まえまして

平成18年度に新たな分権の推進法が成立され

まして、新たな分権改革推進委員会というも

のが設置されまして、第２期の議論が始まっ

ておるところでございます。現在、進行中で

ございます。

平成20年度の欄になりますが、改革推進委

員会といたしまして、まず５月に第１次勧告

というものを出してございます。詳細につい

ては後ほど御説明しますが、国と地方の役割

分担の見直しなどが盛り込まれた内容になっ

ております。12月には第２次勧告、今、法令

による事項への義務付けですとか枠付けの見

直し、国の出先機関の見直しなどが盛り込ま

れてございます。

今この第２次勧告を受けまして、平成21年

３月でございますが、政府の方で出先機関改

革に係る工程表というものを策定するととも

に、21年４月になりますが、最近、国の直轄

事業負担金についてクローズアップされてお

るところでございます。こちらについても、

分権委員会として意見を出しておるところで

ございます。21年の６月については、義務付

け、枠付けの見直しにかかる分権改革推進委

員会としての第３次勧告に向けた中間報告が

なされております。

「秋頃？」と書いてございますが、第３次

勧告が今年中にも出される予定になってござ

います。当初は６月にも出すという予定でご

ざいましたが、政治状況も踏まえて秋ごろで

はないかと報道されておるところでございま

す。

第３次勧告では、本当に大もとになります

税財政改革について、勧告が検討されること

になってございます。

分権改革推進委員会自体は今年度末が設置

期限でございますので、それまでに政府とし

て分権の推進計画を閣議決定するとともに、

それを踏まえた新しい分権一括法が国会に提

出される、こういった流れになろうかと思っ

てございます。

２ページに移っていただきまして、これか

らポイントとなる部分について、簡単に概略

を御説明させていただきます。

まず、昨年５月に出されました第１次勧告

の概要でございます。
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第１次勧告においては、まず地方に事務・

権限を移譲するという基本を確認いたしまし

て、②になりますけれども、重点２分野(く

らしづくり・まちづくり)、医療ですとか道

路、河川について抜本的に見直す、住民の暮

らしに関係の深いものを、基本的には国から

地方に権限を移譲していくという内容の勧告

がなされておるところでございます。

例で、土地利用と河川と書かせていただい

てございますが、道路につきましては直轄国

道の要件を見直した上で、同じ県に起終点が

ある区間などを都道府県に移管するという方

向性が示されております。こういった方向性

を踏まえまして、現在、道路につきましては

熊本県内３つ、バイパスの現道区間、具体的

には国道３号の北バイパスですとか、植木バ

イパス、あと玉名バイパス、この３つの区間

について県に移譲する方向で、今調整が進め

られておるところでございます。

河川につきましても、原則都道府県に移管

と書いてございますが、こちらは国から示さ

れた移譲内容の中に熊本県分は含まれておら

ない状況でございます。

道路、河川いずれも、今後権限だけではな

くて、それに見合った財源をどう移譲してい

くかというものが明らかになってから、また

新たに協議を進めていくという流れになろう

かと思っております。

そのほか③になりますけれども、都道府県

から市町村への権限移譲も進めるといった内

容が盛り込まれておるところでございます。

続きまして、３ページをお開き願いたいと

思います。

こちらが、第２次勧告でございます。第２

次勧告も２つの柱、義務付け・枠付けの見直

しと、国の出先機関の見直しの方向性につい

て勧告として盛り込まれてございます。

まず義務付け・枠付けの見直しでございま

すが、こちらは法律などで地方に対して事務

を義務付けたりですとか地方が行う事務の枠

を決めてしまっている条項、全体で１万を超

える条項がございますけれども、そのうちの

4,000を超える条項について見直すことを勧

告しておるところでございます。

例といたしまして、道路構造令であれば歩

道の幅は２メーター以上と決められてござい

ますが、ここは地方の裁量・判断で行っても

いいんではないか、そういったようなことが

盛り込まれてございます。

国の出先機関の見直しでございますが、８

府省15系統と一般的に言われておりますけれ

ども、国と地方で事務がダブっているもの等

々について見直すべきであるという内容にな

ってございます。

1)で書いてございますが、総合的な出先機

関に統廃合する機関といたしまして、農政局

ですとか地方整備局などが掲げられてござい

ます。

①、②で書いてございますが、具体的に見

直す形といたしましては、まず直轄の公共事

業の実施部門を統合いたしまして、下の地方

工務局、仮称になっておりますけれども、こ

ちらに統合する。それ以外の部分で国が引き

続き行う部分については、地方振興局にまと

めるといった内容になってございます。

そのほか、地方厚生局と都道府県労働局を

統廃合するですとか、中央労働委員会の地方

事務所を廃止するといったような内容、方向

性が示されているところでございます。

、 、１番下になりますけれども 出先機関職員

国全体で21万人ございますが、合計で３万5,

000人程度の削減を目指すべきといった数値

目標も盛り込まれておるところでございま

す。

次の４ページは、これも８府省15系統の出

先機関の見直しを、簡単にわかりやすい図に

まとめたものでございますので、参考までに

お付けしています。

続いて５ページになりますが、この見直し

の対象になります８府省15系統の国の出先機
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関、熊本県内では全体で70機関、2,300名を

超える国の職員がおるところでございます。

中でも九州農政局が780を超える数、九州地

方整備局が430とかなり大きな数になってご

ざいまして、こちらについては先ほど御説明

したとおり、地方振興局、地方工務局に再編

するという方向性が示されておるところでご

ざいます。

右側の６ページ、こちらはこれまでのこう

いった分権委員会の勧告を踏まえまして、政

府として出先機関改革をどのように進めてい

くかということの工程表が３月にまとめられ

ておるところでございます。

参考で箱囲みで書いてございますが、今御

説明した組織の統廃合ですとか、どれだけ人

数を削るといった目標については、具体的に

は工程表の中に盛り込まれてございません。

国から地方にそういった再編をする際に、人

材調整準備本部を設置するということですと

か、一定の準備期間を置いて実施するといっ

たことについては盛り込まれてございます

が、具体的には今年中に出先機関の改革大綱

を閣議決定する、具体的に組織の統廃合の方

向性などがそこの中で具体的に盛り込むとい

うことになってございます。実施は平成24年

度からというふうに決められております。

下に知事会からのコメントがございます

が、今年中に策定される改革大綱の中で具体

的な組織改革の方向性を示すこと。その際、

当然事務権限を地方へ思いきって移譲する、

その際は人と財源、これがセットでなければ

ならないというような意見を示しておるとこ

ろでございます。

続いて７ページ。こちらが国直轄事業負担

金、最近いろいろ報道されておるところでご

ざいますが、分権委員会としても意見を出し

ておるところでございます。

意見書のポイントとしましては、直轄事業

の縮減ということで、国が責任を負うべき最

小限のものに限定する、透明性の確保・充実

ということで、負担金を求める場合において

も経費の内訳さらに根拠を情報開示しなさ

い、それを徹底しなさいといったような内容

が盛り込まれておるところでございます。

負担金のあり方については、維持管理費に

かかる負担金は廃止すべきである、整備費に

かかる部分についても、しっかり検討を行い

改革を進めるべきではないかといったような

意見が出されておるところでございます。

こういった意見を踏まえまして８ページ、

平成20年度、昨年度分の国の直轄事業負担金

について、国土交通省、農林水産省から熊本

県分についても情報が開示されておるところ

でございます。

国土交通省部分については、全体で約143

億円、県としての負担金があるところでござ

いますが、その中に報道等で問題にされてお

ります営繕宿舎費ですとか退職手当を含む人

件費なども入っておるところでございます。

農林水産省分としまして、土地改良事業は

まだ示されていない部分もございますけれど

も、全体で約４億円、同じく営繕費ですとか

退職手当のお金も盛り込まれておるところで

ございます。

こういった情報開示を受けまして、県です

とか全国知事会で内容を検証しておるところ

でございます。全国知事会では今月、６月中

に、これは負担できないとか、そういったよ

うな基準を国に対して示していく予定になっ

ておるところでございます。

続きまして、９ページになります。こちら

が、今年中に出されるであろう第３次勧告で

主に盛り込まれるであろうテーマを掲げさせ

ていただいております。

まず税財政改革ということで、国と地方の

財政関係ですとか、地域間格差の是正をどう

するか、そういったような視点で調査・審議

が進められる予定でございます。

もう１つ、義務付け・枠付けの見直しにつ

いて、国の関与を徹底的に見直すという観点
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から、施設の設置管理の基準ですとか、国に

対する協議とか許可・認可、そういった国の

関与について具体的に、その関与を廃止する

ですとか、この部分については条例に委任す

るとか、そういったような具体的に講ずべき

措置というものを審議していくということに

なっております。

最後になりますけれども、行政体制の整備

ということで、分権社会に対応した地方の行

政体制はどうあるべきかという観点から、自

治関係法制、議会、行政委員会などのあり方

についても見直しの内容が盛り込まれる予定

になってございます。

ざっとでございますが、地方分権について

の最近の動向は以上でございます。

続きまして、道州制について御報告をいた

します。11ページをご覧いただきますよう、

お願いいたします。

道州制につきましては、政府ですとか自民

党ですとか、経済団体、九州知事会、九州地

域戦略会議、各方面でいろいろ議論が進めら

れておるところでございます。17年度から各

団体の動きをこの11ページでまとめさせてい

ただいておりますが、それぞれの各方面の議

論の内容を12ページ以降で簡単に御報告させ

ていただきます。

まず、政府でございます。政府におきまし

ては、まず平成18年２月に地方制度調査会と

「 」いうところが 道州制のあり方に関する答申

を出してございます。その中で、道州の位置

づけというのは、都道府県に代えて広域自治

体として道州を置く、道州と市町村の２層制

ということに整理をする。導入する目的とい

たしましては、地方分権を加速させて国家と

しての機能を強化して、効率的な政府を実現

していくためには有効な方策ではないかとい

う内容になってございます。

ずらずら御説明申し上げますけれども、基

本的には都道府県に代えて道州を置く、さら

に地方分権を進めるためのものであるといっ

たものは、各団体とも共通しているところで

ございます。

②の「道州制ビジョン懇談会中間報告」で

ございますが、これらは平成19年に、当時の

道州制担当大臣の下に懇談会というものを設

置しまして、さらに検討を深めておるところ

でございます。こちらにおきましては導入時

期、下から２番目に書いてございますが、平

成30年までに道州制移行を目指す、それで今

年度に最終報告を行う予定でございます。

ちょっと盛り込めきれてございませんが、

昨日決定されました骨太の方針の中でも、道

州制の導入を目指して、道州制の基本法案と

いうのを検討する、その際、内閣に検討機関

を置くという内容が盛り込まれてございま

す。この道州制ビジョン懇談会は私的な懇談

会でございますので、こういったものを来年

度から格上げする形で検討機関が設置される

のかなと思ってございます。

続いて13ページでございます。

全国知事会でございます。こちらは平成19

年に「道州制に関する基本的な考え方」とい

うものを示してございます。全国知事会にお

いては、各都道府県知事の全員が賛成という

。 、状況ではございません そういった観点から

検討に当たっての課題を提示するといったよ

うな性格として、取りまとめられてございま

す。

こちらも導入の目的の部分に書いてござい

ますが、地方分権を推進するものでなければ

ならない、さらには地方において主体的かつ

総合的な政策展開が可能となる道州制でなけ

ればならないといったような内容になってご

ざいます。

全国知事会では、道州制とは別に、国と地

方の役割分担のあり方ですとか税財政制度に

ついて議論が進められておるところでござい

ます。

次の、下の九州地域戦略会議、こちらは九

州の各県知事と経済界のトップで構成する会
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議でございますが、こちらが昨年 「道州制、

の九州モデル 、さらには今月 「将来ビジョ」 、

ン・ＰＲ戦略」というものを取りまとめてお

ります。こちらは、九州は１つという理念の

もとで、九州モデルという形で、実際に道州

制を導入する際の国、道州、基礎的自治体の

役割分担をどうするべきか、それにふさわし

い税制財政制度はどうあるべきかといったよ

うな仕組みを具体的に示しておるものでござ

います。これを策定した目的としましては、

九州は１つという観点から、九州が率先して

全国にＰＲしていく、そして国の議論に地方

の声を反映させるとともに全国的な議論を誘

発していこうという目的で策定しておるとこ

ろでございます。

下の今後の予定のところに書いてございま

すが、道州制の九州モデルを材料に、講演会

ですとかシンポジウム開催を踏まえまして、

積極的なＰＲを展開していくということにし

てございます。

右側14ページでございます。

自由民主党の方では、昨年の７月に「道州

制に関する第３次中間報告 、今月も中間報」

告を踏まえる形で道州制の基本法案の骨子が

取りまとめられておるところでございます。

こちらの特徴といたしましては、道州の位置

づけのところでございますけれども、連邦制

に限りなく近い道州制の導入を目指すという

ことに位置づけてございます。日本の再生の

ための道州制ということで位置づけられてお

りまして、これがなければ国際競争を勝ち抜

けないというようなことで、提言がなされて

おるところでございます。導入時期としまし

て、平成27年から29年を目途に目指すという

形で位置づけられています。

最後になりますけれども、日本経済団体連

合会では昨年 「道州制の導入に向けた第２、

」 。次提言 という形でまとめられてございます

この道州制の目的、意義の部分でございま

すが、究極の構造改革の実現のために行うも

のである、これまでの中央集権体制から地域

自立体制へと国の統治のあり方を根本から改

革する、それを通じて多様な地域経営の実践

を可能とするために行うという形で、平成27

年までに導入を目指すというふうにしており

ます。

以上ざっとでございますけれども、地方分

権と道州制にかかる最近の動向について御報

告をさせていただきました。以上でございま

す。

○井手順雄委員長 続きまして、政令指定都

市の説明について、楢木野市町村総室長にお

願いします。

○楢木野市町村総室長 市町村総室でござい

ます。政令指定都市関係について、御説明さ

せていただきます。

資料の17ページの、資料の３をお願いいた

します。

熊本市及び近隣３町での合併と政令指定都

市実現に向けた動きということで、アンダー

ラインを引いておりますが、アンダーライン

を引いておる部分が３月議会後の主な動きで

ございます。

まず熊本市についてでございますけれど

も、昨年度設置されました３つの合併協議会

のうち、御存じのとおり益城町につきまして

は協議会途中での住民投票の結果を受けまし

て、協議は中止ということになりました。

城南町、植木町とは７回ずつ協議会を開催

し、５月末ですべての協議を終了しておりま

す。後の方で記載しておりますけれども、今

月28日には両町で合併の賛否を問う住民投票

が実施されることになっております。

この合併協議会では、城南町、植木町の合

併後のまちづくりについてまとめた新市基本

計画がそれぞれ策定されておりますけれど

も、６月12日に熊本市議会で熊本市と城南町

並びに植木町にかかる新市基本計画の実現に
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関する決議が採択されました。

また６月15日には、熊本市長、城南町長、

植木町長が県庁を訪れ、知事に新市基本計画

を提出されました。

知事もこの中で、この計画については実施

可能な計画であり、県も新市における計画の

実施を精いっぱい支援していくと発言された

ところでございます。

次に城南町についてでございますが、資料

の18ページの中ほどをお願いいたします。

まず、城南町長がリコールの取り消しを求

める訴えを熊本地裁に提訴し審理が進められ

ていたところですけれども、４月27日に判決

が言い渡され、リコール署名のうち1,116名

。 、分の取り消しが認められました これにより

リコールに必要な有権者の３分の１の署名に

達しないということになったわけですけれど

も、５月７日に町の選管は最高裁に上告しな

いということを表明しまして、町長リコール

は不成立となりました。

５月15日に、住民投票は６月28日に実施す

ることが決定されまして、これに向けて町で

は町内31カ所で合併に関する住民説明会を実

施しております。なお、昨日住民投票の告示

がなされたところでございます。

続いて植木町でございますけれども、資料

の19ページのまん中から上の方をお願いいた

します。

５月22日に住民から、合併の是非を問う住

民投票の実施を求める請願が町の議会に提出

されまして、５月27日には臨時議会において

住民投票条例案が提案され、賛成10、反対９

で可決されました。これを受け、植木町にお

いても６月28日、これは城南町と一緒で今度

の日曜日ですけれども、６月28日に住民投票

が実施されることになり、これも昨日告示さ

れたところでございます。

植木町でも、住民投票に向け合併に関する

住民説明会が開催されまして、６月19日には

植木町と熊本市の合同でのセミナーが開催さ

れました。このときは知事も、来賓としてあ

いさつをしたところでございます。

最後に益城町ですけれども、資料の20ペー

ジに記載しておりますけれども、初めに御報

告いたしましたとおり、４月の住民投票の結

果を受けて合併協議会廃止議案などが議会で

可決されております。なお、熊本市におきま

しては６月議会に合併協議会の廃止議案が提

案される予定でございます。

市町村総室からの説明は、以上でございま

す。

○井手順雄委員長 続きまして、過疎対策の

説明を小林地域政策課長にお願いします。

○小林地域政策課長 地域政策課でございま

す。資料の23ページを、ご覧いただきたいと

思います。現行過疎法失効後の過疎地域の振

興について、御説明させていただきたいと思

います。

まず１の（１）立法措置の沿革についてで

ございますが、高度経済成長を背景といたし

ました過疎問題に対処すべく、昭和45年に議

員立法によりまして過疎地域対策緊急措置法

が成立いたしました。

それ以降は、資料の①から④に書いてござ

いますとおり、10年間を期限とする議員立法

により、40年間にわたる立法措置がとられて

まいりましたが、※印でアンダーラインを引

いたところにございますとおり、今年度末で

現行の過疎法は失効することとなっておりま

す。

続きまして（３）の法の意義・目的につい

てでございますが、生産機能及び生活環境な

どの整備などが、ほかの地域に比較して低位

にある地域について、総合的かつ計画的な対

策を実施するものでございますが、時代背景

に応じまして人口の過度の減少を防止する緊

急措置から、人口が減ったことにより機能や

活力が低下した地域の振興・活性化そして自
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立の促進へと変化をしているところでござい

ます。

次に２番で、現行の過疎法に基づきます主

な特別措置について、御説明させていただき

たいと思います。

まず（１）の過疎対策事業債でございます

が、これは市町村が策定いたします過疎地域

自立促進計画に基づく事業を行うことに必要

な財源といたしまして、市町村に対してのみ

発行が認められている地方債でございます。

充当率は100％となっており、元利償還金の

うち70％が地方交付税で措置されることとな

っております。対象事業については、①から

④に掲げられているとおりでございます。

このほか （２）にありますように、国の、

補助率等がかさ上げされるという措置がある

ほか （３）にありますとおり道路整備等に、

おける都道府県の代行制度や、医療や交通の

確保、通信体系の充実などに対する行政上の

支援や配慮、税制上の優遇措置などが法律に

盛り込まれているところでございます。

続きまして３の過疎地域の状況についてで

ございますが （１）の指定要件といたしま、

しては、人口の減少率、高齢者の比率や財政

力指数などに基づいて指定が行われていると

ころでありまして、本県では合併により過疎

地域と見なされる市町村や過疎地域と見なさ

れる区域のある市町村を含めて、合計27市町

村が過疎地域として指定されているところで

ございます。

具体的には、本日、別冊資料としてお配り

しております中に、過疎地域振興に向けての

こちらの資料でございますが、この概要版の

５ページに過疎地域の地図を掲載いたしてお

りますので、ご覧いただきたいというふうに

考えております。このうち着色されておる箇

所が、過疎関係市町村に該当するということ

でございます。

続きまして、資料の24ページをご覧いただ

きたいと思います。

４の、これまでの主な取り組み状況と今後

の予定についてでございますが、法律の施行

を控えまして本県では、学識経験者や過疎地

域の市町村の代表、庁内関係課を構成員とい

たします過疎問題研究会を昨年の５月に設置

いたしまして、県議会道州制問題等調査特別

委員会において御審議をいただきまして、本

年の１月に施策提案として取りまとめをした

ところでございます。

また、県議会におきましても去る９月議会

において過疎対策の新法制定に関する意見書

を全会一致により御採択をいただいたという

ところでございます。

本年に入りましてからは、１月と２月の欄

に記載しておりますとおり、県選出の国会議

員や関係省庁などに対して提案活動を行いま

して、新法制定の必要性などを訴えてまいっ

。 、たところであります 今年度におきましても

国における新法の検討状況などを踏まえて、

県議会や関係市町村などとも連携を図りなが

ら提案・要望活動を行っていきたいと考えて

おります。

次に、５の今後のスケジュールについてで

、 、ございますが これは現行の過疎法の制定上

参考とした現時点での想定として書かせてい

ただいております。

まず、現状と課題の整理、新法の基本的考

え方や重点分野、支援制度のあり方などを内

容といたします新過疎法の基本的方向という

ものが７月ごろに決定すると見込んでおりま

して、また12月ごろには過疎地域の要件や具

体的な支援制度などを盛り込んだ新過疎対策

の施策大綱案が作成されるというふうに見込

んでおります。

その後、来年の通常国会に新たな過疎対策

法案が上程され、衆参両院での審議を経て年

度内に成立するというスケジュールを現在想

定しているところでございます。

続きまして、６の新法制定に向けた国等の

主な動きについて、御説明いたします。
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（１）でございますが、自由民主党の過疎

対策特別委員会が平成19年10月より検討を開

始しておりまして、関係省庁からのヒアリン

グや、過疎関係市町村長との意見交換会など

を実施しておるところでございます。

後ほど御説明いたしますが、本県でも去る

４月６日に意見交換会と視察が行われている

ところであります。また５月には、関係省庁

に対しまして、新たな過疎対策に関する検討

の要請が行われたということでございます。

次に（２）でございますが、総務省に設置

された過疎問題懇談会におきましては、過疎

地域の現状や課題解決に向けた今後の過疎対

策のあり方について検討を開始しており、現

在、提言を取りまとめ中と伺っております。

（３）の全国知事会と（４）の全国過疎地

域自立促進連盟においては、提案・要望活動

を現在進められているところでございます。

全国知事会の要望書につきましては29ページ

から、全国過疎地域自立促進連盟の要望書は

31ページ以降に掲載いたしておりますので、

後ほどご覧いただければというふうに思って

おります。

このほか、政府のいわゆる骨太の方針にお

きましても、現行過疎法の失効を控え、新た

な過疎対策に取り組む旨が明記されたところ

であります。これは、資料を作成した時点で

は素案となっておりましたが、昨日閣議決定

されたところであります。

続きまして、資料の25ページをご覧いただ

きたいと思います。

資料の５といたしまして、過疎地域振興に

かかる県内過疎関係市町村長の意見につい

て、御説明させていただきたいと思います。

先ほども少し説明させていただきました

が、去る４月６日に自由民主党の過疎対策特

別委員会が本県を訪れ、過疎地域の集落と関

係市町村長との意見交換会を行ったところで

ございます。

まず１の現地視察の概要についてでござい

ますが、山都町にございます木原谷地区の集

落を視察いたしました。この集落は緑川の上

流にございまして、山都にあります鮎の瀬大

橋を渡ってから車で10分ほど行ったところに

ありまして、人口が78人、高齢化率が50％の

集落でございます。

住民の方からは （１）に書いてあります、

とおり、このままでは祭りなどの行事も不可

能になる、農業で生計を立てられず耕作放棄

地も増加しているなどの状況説明があったと

ころであり、これに対しまして国会議員の方

からは、集落の厳しい状況がわかった、林業

が再生されると活性化もうまくいくのではな

いかなどの意見があったところでございま

す。

続きまして、26ページをご覧いただきたい

と思います。

26ページから28ページまでが、意見交換会

の概要につきまして項目ごとに過疎地域の振

興に向けた考え方、各分野別の要望、過疎対

策事業債など、過疎地域の指定の４つに分け

てそれぞれまとめておるところでございま

す。

まず①の過疎地域振興に向けた考え方で

は、新たな過疎法においては、過疎地域に対

する全国民的な理解を深めるための文言を設

けてほしいなどの意見があったところでござ

います。

続きまして②の各分野別での要望では、中

山間地域直接支払い制度の存続を望む意見や

情報通信基盤の整備に対する支援措置の充実

を求める意見、集落対策の充実を求める意見

などが出されたところでございます。

③の過疎対策事業債等のところでは、規模

要件を撤廃するなど過疎債の使い勝手をよく

してほしい旨の意見や、ソフト事業や鳥獣被

害対策など過疎債の対象となる事業を拡大し

てほしい旨の意見がなされたところでござい

ます。

④の地域指定におきましては、指定要件に
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森林面積比率や人口密度などといった考え方

を取り入れてほしい、そういった意見がなさ

れたところでございます。

これらの意見を受けまして （２）にあり、

ますとおりさまざまな御意見に対応できるよ

うな新過疎法を目指してこれから頑張ってま

いりたいなど、出席の国会議員の先生からは

コメントがそれぞれあったところでございま

す。

簡単ではございますか、過疎対策関係につ

いては以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○井手順雄委員長 以上で執行部からの説明

が終わりましたので、これより質疑に入りま

すが、３つに分けて質問を受けたいと思いま

す。

まず、地方分権改革の推進及び道州制につ

いて質問がある方は、お願いします。

大西委員。

○大西一史委員 今いろいろと説明がありま

したけれども、分権改革の部分で、昨年12月

の分権推進委員会の第２次勧告では、出先機

関職員の２万3,000人を移管するというよう

な方針がある程度そこで出されて、今ずっと

説明を聞いておると、いろいろと熊本県内の

状況ということで５ページに職員数あたりが

ずらっと書いてあって、関係する人たちは2,

318人ということですね、見直し対象の15系

統の国の出先機関というのがあるんですが、

６月３日に政府が人材調整準備本部、これを

設置して初会合を開いたというようなことな

んですけれども、ここで、これから移管する

と公務員の身分であるとか給与とか、その他

職員の取り扱いとかそういったことを議論し

ていくというようなことなんですけれども、

この初会合の内容はどんなものだったのか、

ちょっと教えてください。

○神谷企画調整課長 人材調整準備本部につ

いては、御指摘のとおり６月３日に第１回の

会議が開かれたところでございます。今、本

部長を総務大臣にして、自治体からは埼玉県

と京都府の知事など、あと神戸市などの市長

が何人か入られて、あとは政府として各関係

省庁の副大臣がメンバーになっておるところ

でございます。

第１回の会合では、今後、本部としてどん

なことを検討していくかということが議論さ

れてございます。その中では、基本的な枠組

みをどうするかという観点から、人員を国か

ら地方に移管する際に枠組みをどう考えるべ

きか、国家公務員から地方公務員へどのよう

な形で移管を行うか、さらには給与の扱いと

いうことで、移管される者に対する給与はど

のように取り扱うか、地方に移管される人員

の人件費をどのように見込んで、どのように

措置するか、さらには移管される方の退職手

当はどのように支給していくかという形で、

そういった論点が挙げられておりまして、こ

の論点について今後議論を深めていくという

ことが確認されたところでございます。

○大西一史委員 今そういうお話で、まずは

スタートしたばっかりということなんですけ

れども、今後はどのくらいのペースで開かれ

るか、何か聞かれていますか。

○神谷企画調整課長 具体的に次回がいつと

か、そういった詳細の情報は詰めきれてござ

いませんが、少なくとも今年中に出先機関の

改革大綱をまとめるということになってござ

いますので、ひとつ今年の12月までというと

ころで、ある程度の方向性は恐らく出してい

くんだろう。それから具体的に移行する形が

明らかになって、具体的な事務的な手順がご

ざいますので、その辺を引き続き検討してい

くのかなというふうに考えております。
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○大西一史委員 今、まだ先がちょっと見え

ないこの人材調整準備本部ですか、これの行

方というのはよくわからんわけですけれど

も、ただでさえ地方は人員削減をして相当努

力をしているわけであって、確かに６ページ

の全国知事会長のコメントの、その「出先機

関改革に係る工程表について」というところ

の中では、下から３行目で、財源措置と地方

において必要となる人員の移管を一体として

進めなければならないということで、当然仕

事が増える、権限も増えるということであれ

ば、当然それなりの人材は必要だということ

であろうかというふうに思います。ただ、ど

ういう人材がどの程度必要なのかというの

は、これは仕事が決まってみないとわからん

ところがありますけれども、ある程度やっぱ

り今の、例えば少しずつですけれども、分権

が進んで、今五月雨的に進んでいっておる中

で、やっぱり検討して、どのくらいの、２千

数百人なのかどうなのかよくわかりません

が、人員が移行されるのかというのも、やっ

ぱりいろいろシミュレーションをしてみない

といかんのじゃないかなというふうに思うん

ですよね。なかなかやりにくい部分はあると

いうふうに思うんですけれども、やはり具体

的に分権改革というのをこれから突き詰めて

いくのであれば、やはり県としてもこういう

人材がこの程度欲しいというようなことを言

っていかなければいかんと思うんですけれど

も、そういったことは何か準備されようとか

考えておられませんか。

○神谷企画調整課長 委員御指摘の部分は、

県として十分な準備ができてない状況ではご

ざいます。

それで委員御指摘のとおり、具体的な権限

がどう下りてくるか出ないと最終的に固まら

ないんですけれども、県としても地方分権は

進めなければいけないという観点から、基本

的には全部もらうというのが分権委員会のス

タンスであり、全国知事会のスタンスなのだ

ろうと。国は真に国家的なものに限定される

べきということでございますので、そういっ

た点を念頭に置きながら、人材調整準備本部

の動きも見て、具体的なシミュレーションは

どこまでできるかちょっとわかりませんけれ

ども、ＭＡＸでたぶん2,318名なんだろうと

思いますので、それで具体的に必要な人員と

いうのはしっかり、国の職員の身分保障のた

めに我々が引き受けるということはあっては

ならんと思いますので、そこはしっかり見て

いきたいと思います。

○大西一史委員 国から出向されておる職員

の方は、なかなかこれは答えにくいところが

あったのかなと思いますが、ただ、これはや

っぱり地方財政にとってはものすごく大きい

問題ですから、この問題というのはもう少し

気をつけて、そのシミュレーションというの

は具体的な仕事でどのくらい、今、国でやっ

ている仕事に対してどのくらい、今、人をか

けているけれども、県で引き受ければもう少

しスリム化してできますよというのが、やっ

ぱりある意味では分権の流れの中での目指す

べき方向性じゃないかなというふうに思いま

すので、まだシミュレーションはできてない

ということだから、それは今後そういった視

点で少し検討していただいて、しかるべき時

期にこの準備本部が今後どうなっていくのか

わかりませんが、やっぱり意見を言っていた

だきたい。

少なくとも上田埼玉知事とか山田京都府知

事とか、あるいは神戸市長とか、地方の自治

体の首長さんが入っていると言ったって、あ

る意味では大都市ばかりじゃないですか。だ

から、例えば、我々九州の首長あたりは恐ら

く入ってないでしょう。ということは、どう

いう形でそういうことを提言していけばいい

のか、その場はあるんですかね。
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○神谷企画調整課長 基本的には全国知事会

を代表して入っていただいていますので、当

然、地方からの声は届きますし、届けていか

なければならんと考えています。

○大西一史委員 そういうことで、その問題

について、やっぱりシミュレーションした結

果も含めてこれからしっかりこの本部に届く

ように、そしてきちんとした議論で、やっぱ

り県のためになるように頑張ってもらわなけ

ればいかんというふうに思っていますので、

その点はよろしく要望しておきます。以上で

す。

○前川收委員 大西先生のお話に近いんです

けれども、神谷さんが今おっしゃった分権を

推進しなければならないという総論的な部分

は確かにそれはそうなんだろうと思います。

ただ、いよいよ各論に入ってくる中で、何

が何でも分権推進だから全部オーケーですと

いうのは、私は少し立場が違っております。

住民の目から見たときに、例えば今、国直轄

でやっている事業と県がやっている事業はス

ピード感が全然違います。もちろん国でやっ

ている部分も遅いところはたくさんあります

けれども、国直轄でやると、例えば西回り道

路とか、新幹線も直轄ではないけれども、そ

れに近い、国家プロジェクト的な事業として

ばっとやっていくという部分は確かにあるん

ですね。それが今のこの段階において地方分

権だという話で、道州制の話は取りあえず置

いておきますけれども、県の方に移管されま

した、職員も来ました、財源も来たという話

になっても、それが全国規模的なときにどう

やって集約するかというのは、県の中ではな

かなか難しいところがあると思うんですね。

だから国直轄でやった方が予算配分が集中さ

れるとか、できるとかそういった部分があっ

て、スピード感の違いというのもあると思い

ます。

そこで結局、道州制はまだ今後ありますけ

れども、道州制の話は別として、住民からの

目線で分権改革というのが本当に地方のため

になるのか国家のためになるのかという部分

については、やっぱり何でもかんでも国の言

うとおりになっていくことは全くできないし

私は認められないと思っています。五木村長

さんがおっしゃいましたけれども、川辺川ダ

ムの話で、結局担保をつくってもらった上で

しか受け入れなければよかったという話が非

常に印象的ですし、まさにそのとおりだなと

思っていますけれども、この分権改革であっ

ても、何らかのきちっとした担保をもらって

いかないと、いいですよということを言って

しまった後で、これは話が違うということに

なりかねない部分が多分にあるというふうに

思います。

今おっしゃったように、熊本県は地域振興

局はスリム化しようという流れがあるわけで

すね。職員も削減しましょうという流れもあ

ります。そこに、道州制はまた別ですよ、今

のままの県の体制の中で新たな仕事が、今、

国直轄でやっているのが県でやりますという

話になれば、それは振興局だってそう簡単に

スリム化だなんて言えない状況に恐らくなる

。 。 、でしょう 人件費だってかかります だから

人と金というものの手当が必要だということ

はわかりますけれども、それはどの程度あれ

ばできるかということがちゃんとないと、事

業はもらいました、移管は受けました、市町

村に権限はなかなかいかない、そして国の仕

事も県がもらった、人は足りない、金も足り

ない、事業の要望は出ているということにな

りかねないような不安もありますから、総論

的な分権推進はいいですけれども、各論に入

ったところで１回立ちどまるぐらいの勇気も

、 、必要ですし こういったものが言えるような

今では難しいでしょうけれども、さっきシミ

ュレーションしてみるとおっしゃっていまし

たけれども、事業が何がもらえるかはっきり
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わからないとシミュレーションも難しいんで

しょうけれども、例えば川辺川ダムだって、

それは県内で完結している河川という移管の

中に入っている、項目の中には入っています

よ。これだって県でやるということに、今絶

対ノーじゃないわけですからね、可能性はあ

るわけですから、そういうことが果たして本

当にできるのかという問題、これはもう現実

的な問題として考えなきゃいけない問題。県

内河川は相当規模あるんじゃないんですか。

菊池川だってそうでしょう。白川も緑川も、

考えれば河川は全部じゃないですか。県内で

全部完結している、それは全部県が管理して

いくということになるわけですからね。地域

振興局もまたつくらなければいかんことにな

る、河川整備局的な、県の中で。管理事務所

的なものを。国も、それだけ今はやっていま

すから。そういうことでちゃんとシミュレー

ションして、うたい文句の分権推進、分権の

時代はバラ色の地方の時代がくるんだなんて

ことに惑わされずに、ちゃんと地に足をつけ

た議論をしてもらいたいと思います。

各論にそろそろ入ってくるという現状で、

そういった部分についてのお考え、知事は分

権社会は必要だという総論で、一般質問にも

答えられましたけれども、ずっと言い続けて

いて途中で変えなければならなくなる部分も

あるかもしれませんから、そういった部分に

ついては、県としてどういう準備をなされる

つもりか、お願いします。

○神谷企画調整課長 今御指摘いただいた部

分、先ほどの私の表現もちょっとまずかった

と思いますけれども、まず国と地方がどうい

った役割分担をすべきかというのをしっかり

考えなければいかん、地方としても考えなけ

ればいけないと思います。今明示されました

ように、いわゆる直轄の国道というところは

各県満遍なくやっているわけではございませ

んで、国の方で選択集中ということでやって

ございますので、仮に各都道府県に満遍なく

財源として分けてしまうと、今県内で行われ

ている事業が従来より遅くなってしまうとい

うことは十分懸念されると思っております。

これからは具体的な姿が見えてまいりますの

で、まず最低限、財源と人は絶対に100％措

置してもらわなければ、まず受け入れる前提

として、そこはクリアしなければいかんと思

っておりますけれども、実際そういったもの

を受け入れた際に事業にどう影響があるかと

いうことはしっかり考えていかなければいけ

ないと思っておりますので、それは具体的に

姿が明らかになる段階でもそうですけれど

も、その前段階でも可能な部分についてはち

ゃんと考えながらやってまいりたいと思って

おります。

○前川收委員 地方分権について、知事は一

生懸命やります、推進派だということを御自

身でおっしゃったけれども、この辺で推進派

はいいですよ。しかし条件付きということぐ

らいは発信していくべき時にきているんじゃ

ないかなと。全部、何でもかんでも賛成賛成

じゃない、条件付きで改革はやるべきという

ことを言わないと、条件ぐらい言っておかな

いと、賛成賛成と言っていたじゃないかと言

、 、われたら 後から逃げられなくなりますから

そういった県全体の方針というのかな、前に

わあっと進むという、全体的な、総論的には

いいんですよ、しかし各論で本当に拭えない

部分が出たときに後戻りできないということ

にはならないようにしていただきたいと思っ

ていますので、そういった部分の方針的なも

のは、局長しっかり考えてやらないと、一言

で分権推進ですということだけで、最初の議

論のときはいいけれども、各論に入ってきた

ところでそれがそのままでいけるのかという

部分についてのお考えはございませんか。

○安倍総合政策局長 確かに委員おっしゃる
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ように、現在の状況の中で地方分権を具体的

にどういう形で進めていくかという、そこの

議論というのは少ないと思います。

といいますのは、やはり分権を進めていく

全体の中で今県職員も削減計画を持っていま

すし、そういう中でいろんな住民のニーズに

。 、対応する業務も増えてきます そのためには

やはり基礎自治体といいますか、みずから市

、 、町村の方に 今県で行っているような業務を

どういう業務を移管していくのか、そういっ

たものを市町村ときちんと協議しながら移管

していく、その上で、やはり県としてどうい

う業務をやっていくべきか、その辺をきちん

と踏まえた議論をしていきながら、知事が今

回の答弁で申し上げておりますように、押し

つけられた改革ではなくて、こちらから発言

していくような、どういう業務を県として受

け持っていくのかというような考え方を持っ

て、今後は進めていくべきであろうと思って

おります。

○前川收委員 分権改革という言葉が全体的

な雰囲気として必要なんだという、そういう

空気だけに流されるなということ、ここだけ

はしっかり考えて、地に足を着けて現実の熊

本の今の状態と比較しながら、しっかりと取

り組んでもらいたいと思います。分権改革は

必要だ必要だと声高にそれだけを言うことで

はなくして、こういう改革であれば必要だと

いうぐらいの条件付きぐらいにしておかない

と、私はちょっとおかしいというふうに思い

ますので、これは僕の意見ですから、そうい

うふうに最後に。

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。

溝口委員。

○溝口幸治委員 道州制についてちょっとお

聞きいたしますが、先ほどの説明にもあった

ように、政府それから経済界、自民党、道州

制移行を目指すということで方向性は一致し

ているわけですね。道州制もそうですが、各

論については例えば自民党内でもさまざまな

考え方がありますし、それぞれの都道府県で

も温度差があるようです。しかし、道州制を

目指していくという方向は確認ができている

んだろうと思いますが、最近、衆議院選挙を

前に、いわゆる政権交代だ、チェンジだとい

うような話の中で、冷静に自民党はマニフェ

ストの中に前回も道州制のことはちょっと触

れていましたが、民主党さんはなかなかそこ

の辺が出てない。非常に政権交代があるかも

しれない次の選挙を控えて、その議論のスピ

ードがひょっとしたら何かこう緩やかにとい

うか遅くなっているんじゃないかなという感

じもしないわけでもないんですが、民主党さ

んは、補足は鎌田先生にお願いしたいと思い

ますが、いわゆる道州制を政権交代可能なも

う一つの政党も道州制についてこういうビジ

ョンを持っている、自民党もこういうビジョ

ンを持っているということで進んでいくんで

あれば道州制は進むんだと思いますが、一方

はやると言いながら一方では全くメッセージ

が聞こえてこない状況で、仮に執行部の皆さ

ん方もだんだん、ひょっとして次の選挙の結

果を見てからじゃないと、この道州制につい

てはしっかり議論ができないんじゃないかと

いう雰囲気がひょっとしてあるんじゃないか

、 、なと思いますが その辺の情報収集というか

政権交代可能な政党はどう考えているのか、

あるいはどういう情報なのか、補足は鎌田先

生にお願いしたいと思いますが、わかる範囲

でお答えをいただきたいと思います。

○神谷企画調整課長 鎌田先生の前で大変恐

縮でございますが、民主党さんの方では道州

制という文言は前面に出しておられないと把

握しております。国と基礎的自治体を強化し

て、全国で300程度の基礎的自治体にした上

で国と地方の役割をまた見直していくという
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ことで、今我々としては情報を把握しておる

ところでございます。

今後の政権交代があるのかないのかについ

て、なかなかコメントはしづらいですけれど

も、政権交代がされたら、感覚的には今まで

のスピード感ではなくなるのかなという気は

いたしますが、昨日、骨太の方針ということ

で閣議決定の中に、道州制基本法案を検討す

る、内閣に検討機関を設けると、一応政府と

して決定されたものでございますので、仮に

政権交代された場合に、それを閣議で、新た

な政権に交代した場合はやられるでしょうか

ら、それをどう踏まえていくのか、しっかり

見ていかなければならんと思っています。

九州としては、各県知事と経済界で一応、

道州制賛成で具体的な議論を進めております

ので、国の方がどうなろうとも、そこの検討

なりＰＲなり進めていかなければいけないと

思っております。

○溝口幸治委員 国がどうなろうとも議論し

ていくということですけれども、県議会でも

九州各県でそれぞれの議会から参加して、道

州制について議論を始めるということになっ

ていますので、ちょっと冷静に考えると、民

主党さんの方で道州制について示さないとい

うのは、ひょっとしたら国民的世論は高まっ

てないんじゃないかなというふうな感じもち

ょっとするわけですね。ですから、その辺の

やっぱり、各政党が道州制についてマニフェ

ストで示すような雰囲気がないと、政府で閣

議決定をやってもなかなか前に進まないんじ

ゃないかなという気が、ここにきて、選挙を

前にして、ちょっと冷静になるとそう思うん

ですが、鎌田先生、何か……。

○鎌田聡委員 民主党もかつて道州制を否定

したことはないんですけれども、まずやっぱ

りやらなければならないのは基礎的自治体

、 、の 先ほども分権の方が出ていますけれども

基礎的自治体をできるだけ拡充していこうと

いうことで、今300という話が出ましたけれ

、 、ども 現実的には700～800ぐらいの自治体に

まずそこまで持っていった後にどうするのか

ということで、否定自体はしていません。

ただ、今溝口先生が言われたように、議論

の盛り上がりというか、そこもまだないまま

で、本当やっぱり道州制という言葉だけを先

行させるんじゃなく、まず中身を拡充させて

いった上でどうするのかというようなステッ

プに持っていったらいいんじゃないかなとい

う判断だと思います。私自身も道州制をかつ

て推進してきたというような発言をしてきた

経緯もありますので、私自身としても否定し

ていませんので、そういったふうな、まず道

州制ありきじゃなくて、地方分権から入って

いった後で最終的な形として道州制というの

もありじゃないかというような判断だと思い

ます。

先ほどの出先機関の話で、現実に直面して

いる話でちょっとお伺いしたいのが、駅の方

の合同庁舎の建設は止まったんですよね。あ

の関係は、この出先機関の見直しと非常に関

係ある話なのかどうなのかということを、ち

ょっとお伺いしたいと思います。

○神谷企画調整課長 非常に関係があるとこ

ろでございます。

現在の状況を申し上げますと、熊本だけで

はなくて合同庁舎は建設中、これから建設す

る予定もたくさんございます。国土交通省と

いたしましては従来、一応今年の末に出先機

関の改革の大綱がまとまりますので、その段

階でフレキシブルに対応できるような形で当

時は進めるというようなことでやっておった

んですけれども、分権委員会の方から、今議

論している最中なんだから、それはあんまり

じゃないか、見直すべきじゃないかといった

ような御指摘も踏まえて、国土交通省として

は熊本で言えば、まずＡ棟とＢ棟の２棟建て
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なんですけれども、Ａ棟については内装を年

末まで凍結をするという形になってございま

す。外組みはつくるということで今聞いてお

るところでございます。

○鎌田聡委員 Ａ棟は内装凍結、Ｂ棟は全く

……。

○神谷企画調整課長 Ｂ棟自体は、まだ設計

の契約を結んだ段階でございますので、具体

的な建物を建てるという作業に入ってござい

ませんので、Ｂ棟については現時点で凍結す

るとか、まだ工事に着工してございませんの

で、凍結するとかという話は聞いておらない

ところでございます。

○鎌田聡委員 あそこも土地の取得の経過と

かいろいろ県も絡んでやってきて、駅前再開

発の１つの大きな柱として合同庁舎は建設と

いうことで取り組んできた経緯がありますの

で、組織であそこに入る人がいなくなるとい

うことにはたぶん、先ほどの人員見直しの中

でも、身分はどうなるかわかりません、県職

員になるかもしれませんけれども、いずれに

しろ箱物は必要だと思うんですよね。そうい

う流れの中で、いろいろな経緯があって１つ

は駅前再開発の絡みのある中での取り組みで

すから、そこはちょっと、よその都道府県の

合同庁舎の建設と違うということはぜひ国の

方に言っておかなければならないと思いま

す。

もう１つ聞きたいのが、直轄事業負担金で

農林水産関係では庁費関係が入っています

が、あそこも合同庁舎も県の負担金というの

は入ってくるんですか。

○神谷企画調整課長 九州農政局が熊本にご

ざいます。今、精査中でございますので具体

的にＡ棟について、あの予算上の仕組みは国

土交通省で一括予算計上しますので、たぶん

直には合同庁舎の整備費という形で、この農

林水産省が示した内訳には入ってないと思い

ますけれども、そういう意味では今回の直轄

事業負担金と合同庁舎というのは、今手元に

詳細がございませんが、今検討している最中

でございますが、基本的には国土交通省が一

括計上いたしますので、直接のリンクという

のはたぶんないだろうと思っております。

○氷室雄一郎委員 ちょっと道州制の問題に

つきまして、なかなか質問がしにくいわけで

ございますけれども、総合政策局長は一般質

問でも当たり障りのないといいますか、機運

を高める、県民への情報提供の２点だけを簡

潔に答弁されたわけです。九州としては特に

財界を中心に非常に活発な論議が行われてお

ります。ところが、熊本はこのような論議を

高めるような委員会も設置していただきまし

て大変進んでいるんじゃないかと思います。

実は九州各県の議員の研修会でも、道州制

に向けた機運を高めるための各県の論議が必

要じゃないかということで激しい論議があり

まして、私も九州の各県の取り組みが非常に

財界中心で行われているということで、各県

の議会でも取り組みをすべきじゃないかとい

うことで、熊本の事例を御紹介させていただ

きましたけれども、この九州各県の論議とい

うものは、熊本みたいに活発に論議をされて

いる状況は余り見えてないわけでございます

けれども、その辺についての経済界だけでは

なくて、機運を高めるという観点から、やは

り九州の議会の方でも論議が活発に行われる

ことは当然この道州制で必要じゃないかと思

っているんですけれども、先ほど各県の代表

といいますか議員の論議の場が設置されたと

お伺いしているんですけれども、その辺の状

況はどうなんですかね。

○神谷企画調整課長 九州各県の議会の状況

でございますが、熊本県はこの委員会を設置
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していただいていまして、非常に積極的に議

論をいただいているところでございますが、

ほかには福岡県が地方分権の委員会を設けて

おりまして、その中で道州制についても議論

されているという状況でございます。他の県

については、議会としてそういった特別な委

員会をつくって議論がされている状況ではご

ざいません。そういう意味では、まだ全九州

の住民の間に議論が浸透してないところは我

々としても問題意識を持っておりますので、

経済界だけではなくて、九州地域戦略会議に

は各県知事や、蒲島知事も参加しております

ので、そちらでも経済界だけが引っ張るとい

う形じゃなくて、行政としても物を申してい

きますし、この議会の中でもいろいろ御議論

をいただきますと、機運の上昇につながるの

かなと思っておるところでございます。

○氷室雄一郎委員 総合政策局長もう少し何

か、一般質問の答弁以外に何かございました

ら、一言。

○安倍総合政策局長 先日の答弁以外にない

んですけれども、私も先般６月の初めに九州

地域戦略会議に知事代理で出席させていただ

いて、今回取りまとめられましたＰＲ戦略、

それについて経過や、どういう内容を盛り込

んでいるのだという説明を受けたんですけれ

ども、ただ私が聞いていた中で思ったのは、

九大の先生始め４人ぐらいの大学の先生が報

告書をおつくりになったんですけれども、そ

れについての議論の中で出てきたのが、ほと

んどが可能性を示した戦略ということで、具

体的にそれを詰めてつくり上げてくるのは知

事や経済界あなたたちでしょうというような

感じだったものですから、まだまだ戦略会議

の中でそういう戦略についても詰めていかな

くちゃならんような項目が多々あると思って

いますし、それとやはり知事会でのいろんな

知事さんの議論をお聞きしている中で、やは

り道州制に進んでいく１つの方向性として

は、それぞれ各県が抱えているいろんな課題

というのが１県だけで対応できるものではな

くて、やはり２県、３県、４県というふうな

各県と政策連合あたりを重ねていきながら、

そういう九州は一つなるものの形が見えてく

るのかなという気はいたしております。

まずは、知事会で今議論が展開されており

ますのは、そういう政策連合をまずきちっと

した形で進めていきながら、将来のそういう

１つというのに備えていくというようなこと

が現時点では論じられているのかなというふ

うに思います。

○前川 收委員 鎌田先生の話ではっきりし

ておいていただきたいんですけれども、合同

庁舎は今まさにお話があって、建設計画があ

、 、り 一部はもう建設がしてありますけれども

完成はしてないんですけれども、県の立場、

分権推進という県の立場と、それから駅前開

発という２つの立場を持った県としては、合

同庁舎は２つとも完成させるべきだというこ

とをお考えなのか。これは駅前開発では必要

だという感覚でしょうね。分権推進という話

であるならば待てという話になると思います

、 、けれども そこが県としてはどういう立場だ

スタンスだというのは政策的にきちっと整理

されていますか。

○安倍総合政策局長 その件につきましては

先般、分権推進委員会の中でもいろいろ議論

がなされておりまして、その辺で熊本県とし

て駅前の合同庁舎建設については、やはり過

去において新幹線の駅周辺の整備において、

やはりあの一帯の開発の起爆剤として合同庁

舎を誘致しようということで、県みずから行

動しております。そうした点で知事とも協議

をいたしておりますけれども、やはり分権は

分権、ただ新幹線の開業までにどうにかあの

庁舎を建設させるという目的については達成
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していこうということで、合同庁舎の建設に

ついては県としては推進していきたいという

立場は変わってないと思います。

○前川 收委員 では推進ですね、建てろと

いうことですね。はい、わかりました。

○大西一史委員 今のその合同庁舎の件に関

しては、私も一般質問でこれを取り上げたこ

とがございまして、Ａ棟はつくるけれどもＢ

棟はちょっと広過ぎるからということで凍結

。 、するみたいな話が以前あったですね しかし

あそこは用途変更もして相当な資産価値とし

てある。合同庁舎がくるからということで、

あれは用途変更したんじゃないんですか。ど

うなんですか。だって、あそこは準工業用地

だったでしょう。違うんですか。どうです。

だれか ・・・・・・・・いかんですよ。。

、 、 、では それは調べていただくとして ただ

やはり合同庁舎がくる、あるいは国のそうい

う機関を現状のまま、分権の目的とは、議論

とはまた別に再開発のかなめとしてあそこに

持ってきましょう、だから県はわざわざああ

いう難しい売買方式を使って、そして月星か

らあそこの工場を買えたわけですから。そう

いうことで、しかも、あれはたしか容積率は

500％とか、今までよりもえらい高いビルが

建てられるわけでしょう。ということを考え

れば、それを簡単に、では国の出先機関があ

れしますから、あるいは国の財政状況が悪い

から、だからそこは売り払ってしまうという

ことを県として認めてはいかんでしょう。ど

うですか。

○神谷企画調整課長 直接の合同庁舎担当で

はございませんけれども、今おっしゃった経

緯がございますので、県としてはあそこに今

はＡ棟、Ｂ棟両方とも必要だという立場は変

わりませんので、そういうことにならないよ

うに、そこはしっかりと国の機関に働きかけ

ていきたいと思っております。

○大西一史委員 今そういう答弁だったけれ

ども、ただ、では出先の見直しがあった場合

にどうするのかというときに、今度は民間に

売り払いますよという話になったら、それは

やっぱり困るでしょう。だから、では国とし

てどうやってそこを有効活用しようという考

えがあるのかどうかも含めて、そこはしっか

り問い合わせをして、これは状況を逐一報告

していただかないといかんと思いますがね。

お願いいたします。

○井手順雄委員長 ぜひ、そういう方向でお

願いいたします。

○佐藤雅司副委員長 私も質問した張本人で

ございますので、一言だけちょっと言わせて

いただきたいと思います。

この分権に関しては最初のスタンスが、い

わゆる道州制であるとか受皿論議はしないと

いうことが前提で始まったというふうに、私

もいろんなことで聞いております。

そういう中で前川先生が今おっしゃって、

当然、県の関係については河川であるとか国

道であるとか、これはやっぱり熊本県にとっ

て不利益にならないようにしなければならな

いということは当然だろうと。その中でやっ

ぱり議論が出ていくわけですが、その受皿論

議の中に、やっぱり今それ以外の、例えば農

政の事務所であるとか国の環境省の話である

とか、あるいは労働局の話であるとか、いろ

んな出先でまだ見えてない出先もたくさん、

皆さんに知られてない出先もあると思うんで

すね。ですから、そういうところが、これは

失礼な話でございますけれども、国会議員の

先生方にもやっぱり見えてない部分があるん

ではないかなということなんですよね。

やっぱり基本は、国と地方の行政体制のあ

り方をどういうふうにしていくのかというこ
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との中で議論が進められるというふうに認識

しておりますので、そこを基本的なスタンス

としてしっかり、やっぱり分権が進んで、で

も個別の各論に入ると、いやあ、それはそう

するからということで、またその受皿論議に

地方は乗るしかないんじゃないか。市町村の

話でも一緒なんですけれども。そういうこと

になってしまうと、やっぱり双六じゃないで

すけれども、元に戻ってしまうということに

なりかねませんので、基本的な行政体制のあ

り方論議から始め、そしてしっかり御答弁を

いただいた、その辺のスタンスを持たれてい

。 、きながらこのことを進めていただく そして

しっかりと熊本県が不利益にならないように

ということだけは押さえながらという、相反

する話でございますけれども、その点につい

てまた局長、何かあればよろしくお願いしま

す。

○安倍総合政策局長 確かに副委員長がおっ

しゃるとおり、本県としてそういう分権を進

めていく中で、やはり我々もしっかり見てい

かなくちゃならんのは、基礎自治体である市

町村であろうと思っています。市町村との関

係は、やはりそれぞれの役割分担を行ってい

く、そしてその上でやはり県として次からど

ういう手法をとっていくのか、県がやった方

がより住民にとって効率的であるのか、そう

いったところを見極めていきながら分権は進

めていくべきだろうと思っております。

○井手順雄委員長 続きまして、政令指定都

市並びに過疎対策についての質問を受けたい

と思います。お願いします。

○児玉文雄委員 政令都市は益城町はもう議

会で離脱をするという宣言をしたわけです

が、あと、きのう告示されて28日に投票・開

票が植木と城南であるわけですよね。

それで１つ私が聞きたいことは、その住民

投票と廃置分合議決、これはどちらの方を優

先するのかということですね。

それと、こういう任意または法定協議会に

入る前に、全部議会で賛否を取っておるわけ

ですが、多いところで大体１票か２票差です

よね。益城の場合は住民の意思を尊重すると

いうことで住民投票が始まって、結果的には

かなり反対派の方が多かった。それで町長も

そこでギブアップしたわけですが、今住民投

票についてもいろいろ意見があっておるわけ

ですね。その結果によって離脱するかしない

か継続するかということは決まるだろうけれ

ども、法定協議でもう１回この住民投票が変

わる可能性がある、これはどういうふうに見

ておられるか、ちょっと御答弁をお願いしま

す。

○楢木野市町村総室長 児玉委員の御質問

に、お答えいたします。

今回、住民投票があるということになって

いますけれども、これは法的な拘束力はござ

いません。住民投票で勝ったからそのように

しなくちゃならないということではないんで

すけれども、益城町の方のときにも問題にな

りましたけれども、これは条例で住民投票を

することになっておりますが、条例の中で町

長及び議会は住民投票の結果を尊重するもの

とするという項目が入っております。したが

って、全く無視はできないということで、そ

ういうことで位置づけになっておりますか

ら、これについてはそういうことで町長と議

会も動かれるものだと思います。

僅差の場合どうするかという場合で、確か

にほかの市の場合で住民投票では僅差で負け

たけれども、これは廃置分合の議決は行った

という例もございます。それは、そうなった

場合の判断はまた別にあろうかと思いますけ

、 。れども 法定協議会はもう終了いたしました

○児玉文雄委員 その法定協議会のところ
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、 、は ちょっと私が言い間違えたんだけれども

住民投票が済んで、最終的には廃置分合とい

う議会にかけなければいかん、それで僅差で

合併反対だったけれども、議会の方で廃置分

合の方は合併可というような判断をした場合

に、どちらが優先するかということです。

○楢木野市町村総室長 それは廃置分合で決

まりますので、ひっくり返る場合もあります

し、逆に住民投票に勝って廃置分合議決でひ

っくり返されたこともあります。

ただ、そういうことで今はそういう位置づ

けでございますけれども、やはり住民投票と

いうのは１つの大きな民意を図る機会でござ

いますので、これについては今、賛成派、反

対派それぞれ主張を繰り広げられて一生懸命

やられておるわけで、我々推進する立場から

しても、これについてはぜひ御理解いただき

たいということで、知事以下頑張っておりま

す。

○児玉文雄委員 これは、私が今からしゃべ

ることは全くうわさの域を出ないんですが、

最近聞いたうわさによると、熊本市も最終的

に今68万どしこですかね、70万に近い人口が

おる。だから仮に合併ができなくても、政令

都市にはなり得る可能性があるという話をち

ょっと聞いたんだけれども、そういうことは

ありますか。70万を超さなくても、70万以下

でも……。

○楢木野市町村総室長 70万人というのは、

確かに明確に70万人というふうに決められて

いるわけではございませんので、数的にはい

ろいろな解釈あろうかと思いますが、今、我

々としては植木町と城南町の方に全力を傾注

しておりますので、その議論は今の段階では

したくないというのが……

○児玉文雄委員 私も初めからうわさという

ことでお尋ねしておるから、今どうのこうの

ということじゃなくて、ちょっとそういう声

が流れるということは、今の住民投票に対し

て悪影響を及ぼす可能性もあるという危惧を

ちょっと感じたものだから、私はどっちに動

くにしてもいかがなものかなという感じがし

たわけです。

○井手順雄委員長 他県の事例で、そういう

70万に達せずに政令市になったというのは、

分かりますか。

○楢木野市町村総室長 国勢調査の17年当時

に70万にはなってない。ただ現時点での数字

を把握すれば全体で70万を超えているので、

17年の国調でなくて、直近の数字で70万を割

ってなったという例は今はないと思います。

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。

○大西一史委員 何か随分長くなっています

けれども、この政令都市の問題については、

私も一般質問でも言ったように、きちんとし

たそういう効果、政令都市になることによっ

て二重行政の解消というか、ある意味ではむ

だが省けるという部分もあって、非常に効果

が出る部分があるということを、やっぱりき

ちっと県として、反対されておられる方々に

ももう少し理解していただけるようにですね

……、だって県が政令都市として進めるわけ

ですから、やはりそこは丁寧な説明をすべき

だというふうに思います。

今、楢木野市町村総室長は全力を傾注して

というふうにおっしゃっていますが、住民投

票まであとわずかしかないわけであって、ど

ういったメッセージを発せられるのかなとい

うのを、ちょっと注目しておるわけですけれ

ども、いかがでしょうか。

○楢木野市町村総室長 これは我々県単独で
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なくて市とも町ともいろいろ協議して、どう

いう訴え方がいいかということをいろいろお

話をしてきたところでございます。

特に、これは熊本市長さんともいろいろお

話しして問題になったのは何かというと、非

常に部分的な話を、今おっしゃったように部

分的なところをつかまえて非常にネガティブ

に住民の方にお伝えなさるところもあります

ので、そこのところはぜひ全体的によくなる

という、その全体像を見せるような形で住民

の皆さんにはお示ししていこうということ

で、それはいろいろな、住民に対する啓発の

パンフレットの作成にも、我々相談を受けて

やっておりますので、直接という部分ではな

いかもしれませんけれども、そこのところは

きちっとやっておるつもりでございます。

○大西一史委員 今答弁がありましたけれど

も、非常に微妙な時期で答弁もなかなか難し

いだろうというふうに思いますが、やっぱり

冷静なあれをしていただかないと、私もちょ

っとそれぞれやっぱりどうしても賛成派、反

対派というので激しい、それこそ首長選挙よ

り激しいんじゃないかというぐらいやってい

る。なおかつ、これは公職選挙法の縛りもな

いですから、がんがんできるというようなこ

となんだろうけれども、しかし、やはりこれ

が終わった後、さっき委員長ともちょっと雑

談の中で話が出ていましたけれども、やはり

合併をしないということになった場合に、残

。 、るのは住民間の対立だけなんですよ だから

やはりそれが残らないように最大限の、やは

り効果があるという正しい情報をしっかり伝

える、いがみ合っている部分に関しては、誤

解をきちんと解いていくという姿勢をやはり

持っていただきたい。もう残りわずかですよ

ね、それを強くお願いしておきますので、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。

はい、どうぞ。

○増永慎一郎委員 今度、過疎法がなくなり

ますけれども、新しい過疎法ができると思い

ます。その中で各首長の要望の中にもありま

すけれども、地域指定の要件に対して、何か

今までとちょっと違う動きがあるのかどうか

把握されていれば、ちょっと教えてほしいん

ですけれども。

○井手順雄委員長 ７月に粗方の方向性が出

ると思いますが、それもあわせて答えていた

だきたいと思います。

○小林地域政策課長 地域指定についてのお

尋ねでございましたが、現在、地域指定につ

きましては自由民主党を中心に検討されてい

るところでございまして、そのときから特に

は、今までは市町村を中心にやっておりまし

たが、特に変わるという話はまだ聞こえてお

らず、現在まだ議論中だということで伺って

おります。

、 、○増永慎一郎委員 ものすごく 何というか

例えば私の地元の御船町というのが大体８割

の山間部の中に２割の人口が住むというよう

な形で、その中のほとんどが高齢化率も40％

を超すようなところが非常に多いもので、同

じ町でも、これはどこでもだと思うんですけ

れども、同じ町でもものすごく過疎法が使え

、 、るというか 特に過疎債なんかですけれども

使えるようなところがあるもので、もしよけ

ればその辺をきちんと要望として、今度の新

法ができるときにきちんと入れていってほし

いなというふうに要望しておきます。

○井手順雄委員長 まだ何も出てないんです

か。

○小林地域政策課長 現在は検討中という話
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で伺っておりまして、先ほど御説明いたしま

した４月の特別委員会の中では、出席された

国会議員の先生からは、例えば人口減少率で

すとか高齢化比率など明確な客観的な数字が

出るものについては配慮できるのではないか

というコメントがあっているという段階でご

ざいます。

○増永慎一郎委員 はい、わかりました。

○松田三郎委員 増永委員の御質問に関連し

まして、要件についてはまだ始まってないと

いうことですが、一部の希望的観測なり予想

では、今指定されているところは大体入るだ

ろうというのが片方にあり、もう一方には、

国も今度は絞って、今までは過疎地域だった

けれども漏れるところも出てくるんではない

だろうかという、単なる予想でございますが

両方がある。

結果として、例えば漏れたところが県内の

市町村あるいは地域で出てきた場合、それと

同等の状況というのが、例えば私が住んでお

る錦町もそうでございますが、今は過疎地域

を外れております。ただ現状なり実情を見た

場合に、過疎地域と何ら変わらない。何かの

事情なり要件でちょっと外れただけで、過疎

を外れることはいいことかなと議員になる前

までは抽象的に思っておりましたが、過疎債

が使える使えないというのは、この首長さん

にとっては非常に大きな問題、切実な問題と

いうのを聞くに当たって、これはちょっと質

問というよりも愚痴っぽくなりますが、そう

いうところに対しての、全部が全部そういう

ところが要件として入るならば一番いいんで

しょうけれども、過疎と何ら変わらないけれ

、 。ども 要件を満たしてない市町村が出てくる

あるいは、今は過疎地域だけれども漏れてく

るところが出てくるという場合を想定して、

多少何かあるかなと思って、このいただいて

おります施策提案の中で、例えば８ページと

か28ページにもちょっと触れてあるように、

過疎地域以外だけれども云々と。県はそのよ

うな認識を持っていただいているのかな、そ

ういう意味ではありがたいと思っております

が、28ページのこれを見ると、ちょっと細か

い話ですが、集落に何か適用する云々となっ

ておりますけれども、さっきの増永先生のお

話ともダブりますが、この県の施策提言の中

では、１つの市町村の中の一部分にという意

味合いなんですかね。

○小林地域政策課長 そのような御認識でい

ただければと思います。また国におきまして

も、基礎的条件が厳しい集落というのはふえ

ているということは認識をいただいておりま

して、今年度から新たに五木村に集落支援委

員という形で入っておりますが、ああいった

制度もできておりますので、制度ができたば

かりでまだ利用が進んでいないという状況に

ございますので、そういった制度があるとい

うことを周知しながらやっていきたいという

ふうに思っております。

○松田三郎委員 過疎法の中で、今度の新法

、 、ですね 議員立法になるんでしょうけれども

その中に入るのが一番いいんでしょうけれど

も、そうではない、なかなか文言として入れ

にくいのであるならば、例えば今おっしゃっ

たように、何らかの形で国に対して、あるい

は国がそこまで面倒を見きらんということで

あるならば、県もちょっと難しいかもしれま

せんが、そういう認識は強く持っていって、

続けていただきたいということを要望してお

きたいと思います。

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。

○九谷弘一委員 政令指定都市のことで、ち

ょっとお伺いいたします。

、 。 、私は 宇土市選出であります 私の家の裏
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どぶ川２メーターを越せば熊本市になるわけ

ですけれども、４集落の集落投票をやって過

半数以上を持っているといった集落があった

わけでありますけれども、トータル的には住

民投票で負けたというような形で、一括して

富合は昨年の10月6日に熊本市と合併をいた

しました。それをどうこうしようとは思って

、 、おりませんけれども すぐ近くということで

宇土都市圏の中から政令都市になって出てい

かなければならんというようなこと、それか

ら、いろんな想定外の問題が合併して出てき

て、非常に違うというような御意見等々も聞

くわけであります。

そういった中で、その４集落は、でき得る

ならば分町をして宇土市に入りたいという気

持ちの方が非常に強いわけであります。それ

を私がどうこうしようとは思っておりません

、 。が そういったことが可能なのかゼロなのか

ゼロならゼロとはっきりおっしゃっていただ

きたい。聞かれた場合に答えなければいかん

ので、可能性があるならあるというふうに、

イエスかノーでお答えをいただきたいと思い

ます。

○楢木野市町村総室長 私も、その件につい

ては承知しております。今、宇土市議会でそ

ういうことで陳情がなされていることは承知

しておりますが、やる方法は、境界変更の手

続きをとるということであれば、それはでき

ます。境界変更、熊本市、宇土市の両議会で

の境界変更の議決が必要でございますので、

熊本市議会もそれを了解するというのが必要

でございますが、両議会での境界変更の議決

があったら、それをもって知事に境界変更を

申請する。それで県議会で境界変更を議決し

て総務大臣に届け出て告示をするということ

なので、手続き的にできないことはございま

せんけれども、先ほど言いましたように熊本

市議会の議決も要るということでございま

す。県議会の議決も要ります。そういうこと

になっております。

広域行政のあり方については今回いろい

ろ、仮に城南町が合併した場合にどうなるか

ということ、それについてはいろいろあろう

、 、かと思いますけれども それにつきましては

例えば広域事務組合等を構成する市町村の理

解も得ながらいく必要があろうかと思いま

す。当分の間、熊本市がその一部事務組合に

加入するなどして、住民生活に支障がないよ

うな形でやっていこうということで今取り組

みがされております。

○九谷弘一委員 そうなったときには、どう

ぞ御指導ください。

○内野幸喜委員 今のにちょっと関連するん

ですけれども、やっぱり合併をやって、住民

間でいろんな感情が出ているんですね。これ

は52年前なんです、長洲町というのは当時、

清里村というのを編入しましたね。その清里

村というのは分断したんですね。荒尾市に一

部は編入して、一部は長洲町に編入した。中

学校まで同じ校舎で学んでいた人たちが、お

互い別々の市と町になった。私は当然いなか

ったんですが、その当時の経験した方の話を

聞くと、やっぱり残念だと。せっかく同じ村

に育ったのに、いろんな対立があって結果と

して別々の市と町に分かれてしまった。何と

か一緒にやっていきたかったというのがある

んですね。

今回、県としては合併を推進する立場です

ね。いずれの結果にしろ、やはりその辺のフ

ォローというのが必要だと思います。これは

要望ですが、お願いしたいなと思います。

○楢木野市町村総室長 私も荒尾市の方に派

遣されて行っておりましたので、その実情は

知っております。たしか小学校も同じ名前の

小学校が２校、荒尾と長洲にあったんじゃな

、 。いかとうことで その辺は承知しております
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先ほど大西委員の方からもありましたよう

に、これは冷静に、どちらがいいかというこ

とを判断していくべき問題でございますの

で、感情的にならないような形で、今非常に

盛り上がっていますから、それについては今

後とも注視していきたいと思います。

○井手順雄委員長 これで質疑を終了したい

というふうに思います。

次に、議題２、閉会中の継続審査について

お諮りいたします。

本委員会に付託の調査事件につきまして

は、審査未了のため次期定例会まで本委員会

を存続して審査を行う旨、議長に申し出るこ

ととしてよろしいでしょうか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○井手順雄委員長 はい。異議なしと認めま

す。

それでは、その他に入ります。何かござい

ませんか。

（ なし」と呼ぶ者あり）「

○井手順雄委員長 はい、ありませんとのこ

とでございます。

それでは、以上をもちまして第13回道州制

問題等調査特別委員会を閉会いたします。

午前11時39分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

道州制問題等調査特別委員会委員長


